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研究成果の概要（和文）：　本研究では、基礎教育保障学の構築に向け、まず、2016年度から18年度にかけて、
先行する諸外国（韓国、豪州、ドイツ等）を訪問して、関係者からヒヤリング調査を行った。その成果の一部
は、講演、論文等の中に反映されている。次には、「基礎教育保障学会」の設立（2016年8月）、研究大会(第1
～３回)の実施等により、研究者、実践者、関係者のネットワークを強化した（会員数は約200名となる）。さら
には、ロビー活動等の成果もあり、「教育機会確保法」が2016年12月に成立した。また、2018年には、法律の改
訂に向けた会議が文部科学省で開かれたが、その会議の委員として、本学会の会員も参加、協力している。

研究成果の概要（英文）：  Under this research during the fiscal year of 2016-18, visits were 
undertaken to advanced countries in this area including Australia, Germany and Korea to obtain 
relevant information to develop a framework on the study of basic education and literacies in Japan.
 Key findings of these activities were shared through academic papers and presentations. Secondly, a
 network of researchers, practitioners and relevant persons has been strengthened through 
establishment of the Japan Society for the Study of Basic Education and Literacies (JASBEL) in 
August 2016, followed by three study meetings. The number of members of JSBEL has become more than 
200 over the last three years. Moreover, 'Act on Kyoikukikai  kakuho' was enacted in December 2016, 
with strong lobbying and advocacy work of JASBEL. Some members of JASBEL, as committee members, 
contributed to a meeting of the Education Ministry (MEXT) in 2018 to discuss improvement of the 
policies and implementation of the Act.

研究分野： 基礎教育保障学、日本語教育、多文化・異文化間教育
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　基礎教育とは「人間が人間として尊厳をもって生きていくために必要な教育で、人間の生活に最低限度必要と
される基礎的な教育のこと」（基礎教育保障学会設立趣旨）である。
　本研究では、「基礎教育保障学」の構築を目指して、研究者、実践者等も含めた領域横断的なネットワークの
構築と、研究方法等の探究を図ることにあった。
　学術的意義としては、初年度（2016年8月）に「基礎教育保障学会」を設立し、2018年までに研究大会を3回開
催してきた。また、社会的意義やロビー活動の成果として「教育機会確保法」の成立（2016年12月）への学会の
貢献、その後（2018年）の法律改正に向けた文科省の会議への会員の参加がある。
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前回調査と比べると全体で

は約１万４千人減。しかし、 

若年層は増加傾向にある。 

１．研究開始当初の背景 
（１）研究の背景―現代日本の格差・貧困と基礎教育保障に関する課題 

近年、基礎教育に関連して例えば、子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 64 号）、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）等が成立する中で、格差・貧困

問題の課題解決に向けた原理・方法の探究や、歴史・政策等に関するアカデミックな追究の継

続的な蓄積が、実践の質的向上にも不可欠となってきている。 

日本においては、基礎教育の保障は、過去の問題ではない。直近の国勢調査によれば、義

務教育未就学者数は 128,187 名である。高齢層の

死去に伴って総数は減少しているが、若年層では

むしろ、増加傾向にある（図１）。なお、この数字

には、新制中学校の中退者は含まれておらず、実

際の該当者はさらに多いと思われた。さらに、い

わゆる「形式卒業者」を加味すると問題の深刻さ

が浮かび上がってきたのであった。 

記述の通り、日本社会においても格差・貧困が

社会問題化し、その対抗策として「子どもの貧困

対策の推進に関する法律」「生活困窮者自立支援

法」等が成立した。貧困の理解においては、重層

的な不利の蓄積という視座が必要であるが、その

一つが基礎教育保障の問題であった。        図１ 義務教育未就学者数の変遷 

  
２．研究の目的 

生活困窮や不就学、未就学の状況から脱するためにも、貧困の連鎖を予防するためにも、

人間が人間として尊厳をもって生きていくために必要な教育で、人間の生活に最低限度必要

とされる知識・技能の習得が不可欠である。本研究の目的は、基礎教育保障学の構築に向け

た学習・教育、福祉、労働に跨る領域横断的なネットワークの構築と、研究方法の探究、確

立を図ることにあった。そのために、以下の３点を柱に調査研究を行なうことで、基礎教育

保障学会の創設と、領域横断的ネットワークの拡充を目指した。 

① 先行する諸外国（韓国、豪州、ドイツ）の基礎教育学、リテラシー調査の動向把握。 

② 日本における基礎教育保障学の創設に向けた研究者、実践者、関係者等のネットワー

ク化。 

③ 基礎教育保障学の基盤情報となるリテラシー調査の在り方の探究と、その活用と対応

方策や政策の構築に向けたロビー活動＊≒アクション・リサーチ。 

 

＊例えば、平成 27年（2015 年）度に国会で提出が見送られた「教育機会確保法案」

に 関 す る 夜 間 中 学 と フ リ ー ス ク ー ル の 関 係 者 に お け る 超 党 派 の 議 員 連 盟 の

発足等があったが、この法案は、関係者や基礎教育保障学会のロビー活動を

経て、平成 28 年（ 2016 年） 12 月に成立した。  

 
３．研究の方法 
本研究は、「基礎教育保障学」の構築と学習・教育、福祉、労働に跨る学際的で領域横断的な

共同探求ネットワークの形成を目的とし、３年間のプロジェクトとして進められた。初年度と

2 年目は、先行する諸外国（韓国、豪州、ドイツ等）における基礎教育やリテラシー調査の動



向、実態把握を行った。調査対象は、移民教育や基礎教育の歴史・経験が豊富な（移民受入れ

に関する先進国と考えられる）ドイツ、豪州と、近年急速に基礎教育やリテラシー調査の整備

が進む韓国を予定して、計画通り実施した。並行して、本科研の構成員が繋ぎ役となって、基

礎教育を相当する実践領域と研究者の把握やネットワーク化と識字調査の準備を進めていった。

その進捗状況を確認し、さらに裾野を広げるための毎年夏の学会開催に応じて、公開シンポジ

ウムを年 1 回開催するとともに、その成果や本研究の調査結果等を活字化して刊行を目指した。 

 
４．研究成果 

本研究では、基礎教育保障学の構築に向け、まず、2016 年度から 18 年度にかけて、移民受

け入れの先進国と考えられる諸外国（韓国、豪州、ドイツ等）を訪問して、関係者からヒヤリ

ング調査を行った。その成果の一部は、講演、論文等の中に反映されている。 

 次には、「基礎教育保障学会」の設立（2016 年 8 月）、研究大会(第 1～３回)の実施等により、

研究者、実践者、関係者のネットワークを強化、拡充した（会員数は約 200 名となった）。 

 さらには、基礎教育に関係した人々や基礎教育保障学会の会員や関係者のロビー活動やアド

ボカシー等の成果もあり、「教育機会確保法」が 2016 年 12 月に成立した。また、2018 年には、

法律の改訂（改善）に向けた会議が文部科学省で開かれたが、その会議の委員として、基礎教

育保障学会の会員も参加、協力している。 

 なお、本研究の成果やこれまでの関連成果等を基に 2018 年 11 月に申請した科学研究費（基

盤Ａ）「基礎教育を保障する社会の基盤となる日本語リテラシー調査の開発に向けた学際的研

究」については、2019 年 4 月に採択（交付）されたので、今後（2019 年度～2023 年度の 5

年間）は、リテラシー調査の方法開発と試行調査の実施を目指して、学際的研究を進めていく

予定である。 
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